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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第３区分
【発行日】令和3年5月20日(2021.5.20)

【公開番号】特開2020-134981(P2020-134981A)
【公開日】令和2年8月31日(2020.8.31)
【年通号数】公開・登録公報2020-035
【出願番号】特願2019-23030(P2019-23030)
【国際特許分類】
   Ｇ０８Ｇ   1/16     (2006.01)
   Ｂ６０Ｗ  30/09     (2012.01)
   Ｂ６０Ｗ  40/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０８Ｇ    1/16     　　　Ｄ
   Ｂ６０Ｗ   30/09     　　　　
   Ｂ６０Ｗ   40/02     　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和3年4月6日(2021.4.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　物体検出装置（２１，２２）により検出された自車（５０）の周囲の物体と前記自車と
の衝突を判定する衝突判定に基づいて、前記物体と前記自車との衝突を回避する衝突回避
制御を実行する運転支援装置（３０）であって、
　前記自車の周囲の物体を検知する物体検知部（３２）と、
　前記物体検知部により検知された移動体である遮蔽物体（５１，５３～５５）によって
遮蔽された前記自車の死角に位置する領域に死角領域（６０，６３～６６）を設定する死
角領域設定部（３３）と、
　前記死角領域を含み、前記遮蔽物体の移動方向、または、前記遮蔽物体の走行状態に基
づいて推定された前記遮蔽物体の移動軌跡に沿って前記死角領域よりも拡張された早出し
領域（７０～７３，７５，７６）を設定する早出し領域設定部（３４）と、
　前記早出し領域内で検知された物体についての前記衝突判定を、前記早出し領域外で検
知された物体についての前記衝突判定よりも早期化する衝突判定部（３５）と、を備える
運転支援装置。
【請求項２】
　前記早出し領域設定部は、前記自車の移動方向に検知された前記遮蔽物体について設定
された前記死角領域について前記早出し領域を設定する請求項１に記載の運転支援装置。
【請求項３】
　前記死角領域設定部は、前記自車に対して前記遮蔽物体の奥側に前記死角領域を設定す
る請求項１または２に記載の運転支援装置。
【請求項４】
　前記死角領域設定部は、前記遮蔽物体の外縁を示す検知点（５１Ｌ，５１Ｒ）との前記
自車との角度に基づいて前記死角領域を設定する請求項１～３のいずれかに記載の運転支
援装置。
【請求項５】
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　前記死角領域設定部は、前記自車の死角に位置する領域内で前記遮蔽物体の向きまたは
移動方向に略平行な線（６０Ｌ，６３Ｎ）により区画された前記死角領域を設定する請求
項１～３のいずれかに記載の運転支援装置。
【請求項６】
　前記早出し領域設定部は、前記死角領域に対して、前記自車の走行状態に基づいて推定
された前記自車の移動軌跡と、前記遮蔽物体の走行状態に基づいて推定された前記遮蔽物
体の移動軌跡とが重なる位置に向かって拡張した前記早出し領域を設定する請求項１～５
のいずれかに記載の運転支援装置。
【請求項７】
　前記早出し領域設定部は、前記死角領域に対して、前記自車の走行状態に基づいて推定
された前記自車の移動軌跡に近い側に向かって拡張した前記早出し領域を設定する請求項
１～５のいずれかに記載の運転支援装置。
【請求項８】
　前記早出し領域設定部は、前記自車が交差点に向かって移動する場合には、前記死角領
域に対して、前記自車に近い側に向かって拡張した前記早出し領域を設定する請求項１～
５のいずれかに記載の運転支援装置。
【請求項９】
　前記早出し領域設定部は、前記自車が交差点に向かって移動する場合には、前記死角領
域に対して、前記自車の走行状態に基づいて推定された前記自車の移動軌跡に沿って拡張
した前記早出し領域を設定する請求項１～５のいずれかに記載の運転支援装置。
【請求項１０】
　前記早出し領域設定部は、前記遮蔽物体の速度と、前記自車に対する前記遮蔽物体の相
対速度との少なくともいずれか一方に基づいて、前記早出し領域の大きさを決定する請求
項１～９のいずれかに記載の運転支援装置。
【請求項１１】
　前記早出し領域設定部は、前記死角領域内に前記遮蔽物体以外の物体が存在し得る空間
があると判定された場合に、前記早出し領域を設定する請求項１～１０のいずれかに記載
の運転支援装置。
【請求項１２】
　物体検出装置（２１，２２）により検出された自車（５０）の周囲の物体と前記自車と
の衝突を判定する衝突判定に基づいて、前記物体と前記自車との衝突を回避する衝突回避
制御を実行する運転支援装置（３０）であって、
　前記自車の周囲の物体を検知する物体検知部（３２）と、
　前記物体検知部により検知された遮蔽物体（５１，５３～５５）によって遮蔽された前
記自車の死角に位置する領域に死角領域（６０，６３～６６）を設定する死角領域設定部
（３３）と、
　前記死角領域を含み、前記死角領域よりも拡張された早出し領域（７０～７３，７５，
７６）を設定する早出し領域設定部（３４）と、
　前記早出し領域内で検知された物体についての前記衝突判定を、前記早出し領域外で検
知された物体についての前記衝突判定よりも早期化する衝突判定部（３５）と、を備え、
　前記早出し領域設定部は、前記死角領域内に前記遮蔽物体以外の物体が存在し得る空間
があると判定された場合に、前記早出し領域を設定する運転支援装置。
【請求項１３】
　前記早出し領域設定部は、前記自車が交差点に向かって移動する場合には、前記死角領
域内に前記遮蔽物体以外の物体が存在し得る空間があることの判定結果に関わらず、前記
早出し領域を設定する請求項１１または１２に記載の運転支援装置。
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